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定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ 

 

当社は、2024 年 1 月 16 日開催の取締役会において、2024 年 3 月 22 日開催予定の第 43 回定時株主総

会に「定款一部変更の件」を上程することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

１． 定款変更の理由 

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の推進をはかるため、経営の健全性・透明性の向上、取締

役会を中心としたより高度な経営の意思決定およびその迅速化、グループ全体の内部統制システム

の継続的な強化に努めております。 この度、事業年度ごとの取締役としての責任をより明確化する

とともに、経営環境の変化に対応して 機動的に経営体制を構築できるようにすることで、コーポレ

ート・ガバナンスの一層の推進を図ることを目的として、現行定款第21条に定める取締役の任期を

2年から1年に短縮するものです。 

 

２． 変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。  

(下線は変更部分を示します。) 

現行定款 変更案 

（取締役の任期）   

第 21 条  取締役の任期は、選任後2年以内に 

      終了する事業年度のうち最終のもの 

      に関する定時株主総会終結の時まで 

とする。  

2 増員によりまたは補欠として選任 

  された取締役の任期は、他の在任  

     取締役の任期の満了すべき時まで  

とする。 

（取締役の任期）   

第 21 条  取締役の任期は、選任後1年以内に 

      終了する事業年度のうち最終のもの 

      に関する定時株主総会終結の時まで 

とする。  

2 （ 削 除 ） 

 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日  2024年3月22日（予定） 

定款変更の効力発生日       2024年 3月22日（予定） 

 

以 上 


